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（１）審議概観

第168回国会において本委員会に付託された法律案は、内閣提出１件及び本院議員提

出１件の合計２件であり、そのうち内閣提出法律案を可決し、本院議員提出法律案を

継続審査とした。

また、本委員会付託の請願２種類15件は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

温泉法の一部を改正する法律案は、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスに

よる災害を防止するため、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に係る許可の

基準の見直し、温泉の採取に係る許可制度の創設等の措置を講じようとするものであ

る。委員会においては災害の防止に関する技術基準の内容及び策定時期、大深度掘削

に伴うメタンの噴出や温泉資源への影響、分離したメタンの有効利用の促進等につい

て質疑が行われ、全会一致をもって可決された。なお、附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

10月23日、環境行政の在り方、環境省の随意契約見直しによる経費削減効果、二酸

化炭素６％削減目標達成の具体的方法、水俣病の認定基準の見直し、二酸化炭素80％

削減社会達成のためのビジョン、環境教育の充実、ディスポーザル製品及びコンクリー

ト廃材の３Ｒ、大企業の排出基準違反及びデーター改ざん、化学物質規制等について

質疑を行った。

11月27日、気候変動に関する国際連合枠組条約第13回締約国会議及び京都議定書第

３回締約国会合閣僚準備会合に関する件について鴨下環境大臣から報告を聴いた後、

同件、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第4次評価報告書、森林吸収源対策、

海洋環境の保全、環境国債、環境会計、環境金融、気候変動と保険制度の在り方、電

力分野の二酸化炭素排出源対策、六ヶ所村核燃料再処理工場の安全性等について質疑

を行った。

12月25日、気候変動に関する国際連合枠組条約第13回締約国会議及び京都議定書第



３回締約国会合に関する件について鴨下環境大臣から報告を聴いた後、同件、京都議

定書目標達成計画の見直し、鳥獣被害防止特措法と野生生物の保護管理、世界の水環

境、再生可能エネルギーの導入拡大等について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成19年10月18日（木）（第１回）

理事を選任した。

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

環境及び公害問題に関する調査を行うことを決定した。

○平成19年10月23日（火）（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

環境行政の在り方に関する件、環境省の随意契約見直しによる経費削減効果に関する

件、二酸化炭素６パーセント削減目標達成の具体的方法に関する件、水俣病の認定基

準見直しに関する件、二酸化炭素80パーセント削減社会達成のためのビジョンに関す

る件、環境教育の充実に関する件、ディスポーザル製品及びコンクリート廃材の３Ｒ

に関する件、大企業の排出基準違反及びデータ改ざんに関する件、化学物質規制に関

する件等について鴨下環境大臣、桜井環境副大臣、並木環境大臣政務官及び政府参考

人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕岡崎トミ子君（民主）、中川雅治君（自民）、神取忍君（自民）、加藤修

一君（公明）、市田忠義君（共産）、川田龍平君（無）

○平成19年11月15日（木）（第３回）

温泉法の一部を改正する法律案（閣法第４号）（衆議院送付）について鴨下環境大臣

から趣旨説明を聴いた。

○平成19年11月20日（火）（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

温泉法の一部を改正する法律案（閣法第４号）（衆議院送付）について鴨下環境大臣、

桜井環境副大臣、並木環境大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決し

た。

〔質疑者〕ツルネンマルテイ君（民主）、轟木利治君（民主）、川口順子君（自民）、

加藤修一君（公明）、市田忠義君（共産）、川田龍平君（無）

（閣法第４号）賛成会派 民主、自民、公明、共産、無

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成19年11月27日（火）（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

気候変動に関する国際連合枠組条約第13回締約国会議及び京都議定書第３回締約国会

合閣僚準備会合に関する件について鴨下環境大臣から報告を聴いた後、同件、気候変



動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）第４次評価報告書に関する件、森林吸収源対策

に関する件、海洋環境の保全に関する件、環境国債、環境会計、環境金融に関する件、

気候変動と保険制度の在り方に関する件、電力分野の二酸化炭素排出源対策に関する

件、六ヶ所村核燃料再処理工場の安全性に関する件等について鴨下環境大臣、桜井環

境副大臣、岩永農林水産副大臣、並木環境大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕岡崎トミ子君（民主）、小川勝也君（民主）、大久保潔重君（民主）、荒

井広幸君（自民）、加藤修一君（公明）、市田忠義君（共産）、川田龍平

君（無）

○平成19年12月25日（火）（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

気候変動に関する国際連合枠組条約第13回締約国会議及び京都議定書第３回締約国会

合に関する件について鴨下環境大臣から報告を聴いた後、同件、京都議定書目標達成

計画の見直しに関する件、鳥獣被害防止特措法と野生生物の保護管理に関する件、世

界の水環境に関する件、再生可能エネルギーの導入拡大に関する件等について鴨下環

境大臣及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕岡崎トミ子君（民主）、福山哲郎君（民主）、神取忍君（自民）、加藤修

一君（公明）、市田忠義君（共産）、川田龍平君（無）

○平成20年１月15日（火）（第７回）

請願第461号外14件を審査した。

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案（参第11号）の継続審査要求書を提出するこ

とを決定した。

（３）議案の要旨・附帯決議

①成立した議案

温泉法の一部を改正する法律案（閣法第４号）

【 要 旨 】

本法律案は、本年６月に東京都渋谷区の温泉施設で起きた可燃性天然ガスの爆発事故等

を踏まえ、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、温泉

の掘削に係る許可の基準の見直し、温泉の採取に係る許可制度の創設等の措置を講じよう

とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、目的の改正

法の目的として、現行法の目的である「温泉の保護」、「利用の適正」に、「可燃性天

然ガスによる災害の防止」を加える。

二、温泉の掘削に伴う災害の防止

温泉の掘削に伴う災害を防止するため、都道府県知事による許可の基準として、掘削



のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合してい

ることを追加するとともに、都道府県知事が災害の防止上必要な措置命令を行えること

とする。

三、温泉の採取に伴う災害の防止

温泉の採取に伴う災害を防止するため、温泉の採取について、既存のものも含め都道

府県知事の許可を受けなければならないこととし、採取のための施設や方法が可燃性天

然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを許可の基準とするとと

もに、都道府県知事が災害の防止上必要な措置命令を行えることとする。

なお、可燃性天然ガスが発生していない温泉については、都道府県知事の確認を受け

て、温泉の採取の許可を受けることを要しないこととする。

四、その他

報告徴収及び立入検査の項目の追加等の所要の規定の整備を図る。

五、施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令

で定める日から施行する。

【附帯決議】

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一、温泉の掘削・採取に伴う災害の防止に関する技術基準及び災害防止措置が必要ない旨

の確認基準については、都道府県の取組状況も踏まえ、災害防止措置の実施が確実に行

われるよう的確な基準を速やかに策定すること。

二、暫定対策が完了していない施設が相当数あることから、事業者による災害防止措置の

円滑かつ確実な実施を図るため、可燃性天然ガスの危険性や取扱いについて周知徹底す

るとともに、事業者の費用負担を軽減するために必要な支援策を検討すること。

三、温泉に対する国民の信頼を確保するため、消防を始めとする関係省庁間及び都道府県

との緊密な連携に努めるとともに、可燃性天然ガスに対する安全対策の取組状況につい

ての事業者による国民への情報提供の促進を図ること。また、硫化水素ガスなどの安全

対策についても万全を期すること。

四、近年、国民のニーズの変化を受け、特に都市部において多くの大深度掘削泉の開発が

行われていることにかんがみ、大深度掘削に伴う可燃性天然ガスによる災害の発生、温

泉資源や周辺地盤への影響等について、速やかに調査・研究を行い、その結果を公表す

ること。

五、温泉に付随する可燃性天然ガスの大部分を占めるメタンは、二酸化炭素よりはるかに

温室効果が大きいことから、地球温暖化防止及び資源の有効利用のため、分離したメタ

ンの利活用を推進すること。

右決議する。



②参議院において継続審査となった議案

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案（参第11号）

【 要 旨 】

本法律案は、現行法施行前に廃止された有害物質使用特定施設に係る土地については土

壌汚染状況調査規定が適用されず不特定多数者の健康に被害が生じるおそれがあることに

かんがみ、当該土地に公園等の公共施設や学校、卸売市場等を設置する場合には土壌汚染

状況調査の対象とするために必要な措置を講じようとするものである。


